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地方独立行政法人大阪市博物館機構にかかる業務実績評価実施要領 

 

制定 令和２年８月１０日 

改正 令和７年８月１９日 

第１ 趣旨 

地方独立行政法人大阪市博物館機構（以下「法人」という。）にかかる評価は、以下に示した基本方

針及び評価方法等に基づき実施する。 

 

第２ 評価の基本方針 

１ 評価の目的は、年度計画、中期計画の進捗状況等を目標の達成状況や具体的な事例等により評価

し、組織・業務等に関する改善すべき点等を明らかにすることにより、法人運営の質的向上及び大

阪市ミュージアムビジョンに掲げる「都市のコアとしてのミュージアム」の実現に資することとす

る。 

２ 市民への説明責任の観点から、中期目標の達成に向けた法人の取組状況等を分かりやすく示すこ

ととする。 

３ 評価の方法については、法人を取り巻く環境変化等を踏まえ、必要に応じて見直すこととする。 

 

第３ 評価の時期及び評価対象事項 

   地方独立行政法人法第 28 条第 1 項で定める評価について、各事業年度における評価の時期及び

評価対象事項は次のとおりとする。 

 

評価名称 評価の時期 評価対象事項 

 事業年度評価 各事業年度の翌事業年度 前事業年度における業務実績 

 中期目標期間評価 

（見込） 
中期目標期間の最後の事業年度 

当期中期目標期間終了時に見込まれ

る中期目標期間における業務実績 

 中期目標期間評価 中期目標期間終了後の翌事業年度 前期中期目標期間における業務実績 

 

第４ 事業年度評価 

１ 評価の方法 

事業年度評価は、各事業年度の翌事業年度に「「小項目評価」「中項目評価」及び「全体評価」によ

り行う。 

「小項目評価」では、当該年度の年度計画に掲げる事項ごとに、法人による自己評価の結果をも

とに、年度計画の進捗状況や業務実績に関する事実確認をするとともに、法人の自己評価の妥当性

の検証と評価を行う。 

「中項目評価」では、当該期間の中期目標に掲げる事項ごとに、「小項目評価」の結果や、年度計

画及び中期計画の全体的な進捗状況を踏まえ、評価を行う。 

「全体評価」では、「小項目評価」及び「中項目評価」の結果等を踏まえ、当該事業年度における
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中期目標の達成に向けた進捗状況について、記述式による総合的な評価を行う。 

 

２ 具体的な評価の進め方 

（１）「小項目評価」「中項目評価」について 

    「小項目」「中項目」につき、その達成度を 5段階で評価を行う。 

ア 法人は、各事業年度の終了後 3か月以内に各館ごとの自己評価を基に作成した当該事業年度

における業務実績の自己評価結果を、経済戦略局に提出する。 

(ｱ)「法人は、年度計画の「「中項目」ごとの進捗状況について１～５の５段階で自己評価を行い、

業務実績報告書を作成する。評価にあたっては、定量的な指標に基づき行うことを基本とし

た上で実施する。 

(ｲ)「業務実績報告書には、自己評価のほか、評価の判断理由（実施状況等）など、特筆すべき

取組や遅れている取組の理由、法人運営を円滑に進めるための工夫、今後の課題等を記載す

る。 

(ｳ)「自己評価の区分は次のとおりとする。 

５：年度計画を大幅に上回って実施している 

４：年度計画を上回って実施している 

３：年度計画どおり順調に実施している 

２：年度計画を十分に実施できていない 

１：年度計画を実施できていない（未実施） 

イ 経済戦略局において、法人による自己評価に対する市長評価（案）を作成する。 

経済戦略局において、法人の自己評価、目標設定の妥当性及び目標への取組等を総合的に検

証し、年度計画の進捗状況について、１～５の５段階による評価を行う。 

(ｱ)「評価区分は、法人の自己評価の区分と同様とする。 

(ｲ)「 市長による評価と法人の自己評価が異なる場合は、市長による評価で判断理由等を示す。

また、必要に応じて、特筆すべき点や遅れている点についてコメントを付す。 

（２）「全体評価」について 

    経済戦略局において、各小中項目の評価結果や中期目標の達成に向けた進捗状況を踏まえ、総

合的な評価を「全体評価」として記述式で市長評価（案）を作成する。なお、評価項目にはない

事項でも中期目標の達成に資するものは、ここで評価を行う。 

（３）評価委員会について 

評価委員会を開催し、法人の自己評価に対する市長評価（案）に関して評価委員会が意見を申

述する。その意見を踏まえた評価を最終的な評価とする。なお、委員から次期事業年度に向けた

改善等の意見があれば、併せて記載する。 

 

第５ 中期目標期間評価 

１ 評価の方法 

中期目標期間評価は、中期目標期間終了後の翌事業年度に「「中項目評価」「「大項目評価」及び「全

体評価」により行う。  
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「中項目評価」「「大項目評価」では、当該期間の中期目標に掲げる事項ごとに、法人による自己

評価の結果をもとに、中期目標の達成状況や業務実績に関する事実確認をするとともに、各事業

年度評価の結果を踏まえ、法人の自己評価の妥当性の検証と評価を行う。 

「全体評価」では、「大項目評価」の結果等を踏まえ、当該中期目標期間における業務実績全体

について、記述式による総合的な評価を行う。 

 

２ 具体的な評価の進め方 

（１）「中項目評価」「大項目評価」について 

「中項目」「大項目」につき、その達成度を 5段階で評価を行う。 

ア 法人は、中期目標期間終了後 3か月以内に、当該中期目標期間における業務実績についての

自己評価結果を、経済戦略局に提出する。 

(ｱ)「 法人は、「中項目」「大項目」ごとの業務実績について１～５の５段階で自己評価を行い、

業務実績報告書を作成する。 

(ｲ)「業務実績報告書には、自己評価のほか、評価の判断理由を記載する。 

(ｳ)「自己評価の区分は次のとおりとする。 

５：全体として中期目標における所期の目標を上回る顕著な成果が得られていると認めら

れる。 

４：全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

３：全体として中期目標における所期の目標をおおむね達成していると認められる。 

２：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する。 

１：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的

な改善を求める。 

イ 経済戦略局において、法人による自己評価に対する市長評価（案）を作成する 

経済戦略局において、法人の自己評価、目標設定の妥当性及び目標への取組等を総合的に検

証し、中期目標の達成状況について、１～５の５段階による評価を行う。 

(ｱ)「評価区分は、法人の自己評価の区分と同様とする。 

(ｲ)「 市長による評価と法人の自己評価が異なる場合は、市長による評価で判断理由等を示す。

また、必要に応じて、特筆すべき点や遅れている点についてコメントを付す。 

（２）「全体評価」について 

    経済戦略局において、「大項目」の評価結果や中期目標の全体的な達成状況を踏まえた総合的

な評価を「全体評価」として記述式で市長評価（案）を作成する。なお、評価項目にはない事項

でも中期目標の達成に資するものは、ここで評価を行う。 

（３）評価委員会について 

評価委員会を開催し、市長評価（案）に関して評価委員会が意見を申述する。その意見を踏ま

えた評価を最終的な評価とする。なお、次期中期目標期間に向けた改善等の意見があれば、併せ

て記載する。 

 

 



4 

 

第６ 中期目標期間評価（見込） 

中期目標期間評価（見込）は、中期目標期間の最後の事業年度に行う。 

なお、実施にあたっては、「第５ 中期目標期間評価」を基本とし、同項目の一部について下記表の

下線のとおり読み替える。 

 

第５ 中期目標期間評価 

項目名 中期目標期間評価 中期目標期間評価（見込） 

１ 評価の方法 中期目標期間評価は、中期目標期間

終了後の翌事業年度に「中項目評価」

「大項目評価」及び「全体評価」によ

り行う。 

 「中項目評価」「大項目評価」では、

当該期間の中期目標に掲げる事項ご

とに、法人による自己評価の結果を

もとに、中期目標の達成状況や業務

実績に関する事実確認をするととも

に、各事業年度評価の結果を踏まえ、

法人の自己評価の妥当性の検証と評

価を行う。 

 「全体評価」では、「大項目評価」

の結果等を踏まえ、当該中期目標期

間における業務実績全体について、

記述式による総合的な評価を行う。 

中期目標期間評価（見込）は、中期

目標期間の最後の事業年度に「中項目

評価」「大項目評価」及び「全体評価」

により行う。 

 「中項目評価」「大項目評価」では、

当該期間の中期目標に掲げる事項ご

とに、法人による自己評価の結果を

もとに、中期目標の達成状況や業務

実績に関する事実確認をするととも

に、各事業年度評価の結果及び見込

みを踏まえ、法人の自己評価の妥当

性の検証と評価を行う。 

「全体評価」では、「大項目評価」

の結果及び見込み等を踏まえ、当該

中期目標期間に見込まれる業務実績

全体について、記述式による総合的

な評価を行う。 

２ 具体的な評価の

進め方 

（１）ア 法人は、中期目標期間終了

後 3 か月以内に、当該中期目標期間

における業務実績についての自己評

価結果を、経済戦略局に提出する。 

（１）ア 法人は、中期目標期間の最

後の事業年度の直前の事業年度の終

了後３カ月以内に、当該中期目標期

間における業務実績及び見込みにつ

いての自己評価結果を、経済戦略局

に提出する。 

（１）ア(ｱ) 法人は、「中項目」「大

項目」ごとの業務実績について１～

５の５段階で自己評価を行い、業務

実績報告書を作成する。 

（１）ア(ｱ) 法人は、「中項目」「大

項目」ごとの業務実績及び見込みに

ついて１～５の５段階で自己評価を

行い、業務実績報告書を作成する。 

 


